
令和８年自転車指導啓発重点地区
【 青葉警察署 】

この地図の全部又は一部を複製することを禁じます。

新石川

市ケ尾町

青葉区

美しが丘

青葉警察署管内の重点地区等は

美しが丘、新石川、市ケ尾町 です
【選定理由】

・通勤、通学、買物等での利用者が多く、並進や歩道通行をする自転車が多数いる。

・自転車を利用する学生の通学路となっている。

・令和7年中、交通事故が多発した。

  ことから重点地区に選定しました。

青葉区

信号を守りましょう！信号を守りましょう！

運転中のイヤホン禁止！運転中のイヤホン禁止！

傘さし運転は
止めましょう！
傘さし運転は
やめましょう！

ながら運転
（スマホ、ゲーム等）

禁止！

ながら運転
（スマホ、ゲーム等）

禁止！ 並走禁止！並走禁止！

令和８年４月１日から自転車の違反に青切符が導入されます。

自転車を運転するときは交通法令を遵守しましょう
※下記は一例です。自転車が適用される交通違反は多数ありますのでご注意ください。
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